
証人尋問始まる 傍聴を !

6時/ 5月 9日 (水 ) 16時

取
り
消
し
を

求
め
た
行
政

訴
訟
の
第
十
二
回
口
頭
弁
論

が
十
八
日
、
岐
阜
地
裁

（
青

山
邦
夫
裁
判
長
）
で
あ

っ

一
た

。

一
人

」

¨

御
報
ぉ

講
鳩

捌
［

婉

ψ

日

　

ヽ
ア

ハ

建
設
省
土
地
収
用
管
理
室
課

工
業
用
水
余
り
、
建
設

　

一長
補
佐
の
山
崎
房
長
氏
雀
０

省
担
当
者
知

っ
て
い
た

　

一が
出
廷
。
原
告
側
が

「
認
定

徳
山
ダ
ム
事
業
認
定
　
一当
時
、
木
曽
川
水
系
の
工
業

取
り
消
し
訴
訟
で
証
言
　
一用
水
が
余

っ
て
い
る
こ
と
を

藤
橋
村
で
進
む
徳
山
ダ
ム
一
知
っ
て
い
た
か
」
と
質
問
し

建
設
で
、
市
民
グ
ル
ー
プ

一
た
の
に
対
し
、
山
崎
氏
は

「
徳
山
ダ
ム
建
設
中
止
を
求

一
「
個
人
的
に
は
知

っ
て
い
た

め
る
会
」

（近
藤
ゆ
り
子
代

一
が
、

（
揖
斐
川
流
域
の
）
徳

表
）
の
メ
ン
バ
ー
ら
が
扇
千

一
山
ダ
ム
の
認
定
審
査
に
は
無

景
国
土
交
通

（
旧
建
設
）
相

一
関
係
と
判
断
し
た

」
と
答
え

を
相
手
取
り
、
事
業
認
定
の

一
た
Ｃ一

方
、
山
崎
氏
は
被
告
側

の
質
問
に
答
え
、

「
木
曽
川

一水
系
は
掲
水
が
頻
発
し
て
お

り
、
そ
の
対
策
や
治
水
の
た

め
徳
山
ダ
ム
は
必
要
。
環
境

へ
の
影
響
も
小
さ
い
」
と
証

言
し
た
ｃ

3月 21日 (水

3/4
午前中の冷たい雨

約 50名 の方々に参加 して頂きました。
在間弁護士から、私たちの起こしてい

る裁判 2件 と「徳山ダム鉱害裁判」 (前号

参照)について、裁判の内容・争点・見

通 しについて説明して頂きました。続い

て収用委員会の経過報告 (三浦真智 )、 大

垣地域の水源転換問題 (近藤 )、 「治水・地

用　範
峰
よ !徳山ダム 裁判2周年集会
ロリには_Lが り、

やめよ!徳山ダ
徳山ダム建設中止を求める会通信
No.38(2001. 3. 16
事 務 局  丁EL/FAX 0584‐ 784119
大垣市田町 1… 20-1  近藤方

徳 山 ダ ム 裁 判 輛 政訴訟 )

<3月 14日 の被告側証人尋問>
事業認定処分の建設省担当者だった山崎

房長氏に対する被告側主尋間が行われま

した。徳山ダムを治水のためのダムにみ

せかけようとするのは相変わらずです。

また一方で公団の申請した水需要予測を

「実態と乖離しているJと 退けながら、

結論が全く同じ (=過大予測)と なる別

の予測方法を「妥当Jとするなど、奇妙

な論理が展開されました。このような主

張を平然とできるのも、まだまだ無駄な公共事業を推進する勢力が力をもっているという

現実の反映です。裁判がまともな論理の通る場となるためにも世論と政治の風向きを変え

なくてはならないと改めて感 じる一日でした (原告の方には山崎証人の陳述書を同封 しま

す。他に必要な方はお申し出下さい)。

次回は被告側主尋間の残 りと原告主尋間です。

【行政訴訟・証人尋問日程 (いずれも岐阜地裁 )】

◎4月 11日 (水)10時 ～ 12時  被告側証人主尋間
門松武氏 (中部整備局企画部長)
13時 30分～ 17時  原告側証人主尋問
嶋津暉之氏 (水源連事務局:原告)/富樫幸一氏 (岐阜大学助教授)

◎5月 16日 (水)10時 ～ 17時  被告側証人反対尋問 :山崎氏
◎7月 11日 (水)10時 ～ 17時  被告側証人反対尋問 :門松氏
◎8月 29日 (水)10時 ～ 17時  原告側証人反対尋問 :嶋津氏 。富樫氏
【住民訴訟・裁判日程 (いずれも岐阜地裁)】
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盤沈下」についてのい行政の言い分の虚構 (村瀬惣一 )、 大型猛禽類と生態系保全 (上田)

の報告、参加者からの意見・質疑応答がありました。

会場から、諫早湾の干拓工事の中断を要求 している有明海の漁民に連帯メッセージを送

ろうという意見が出され、参加者の賛同を得ました (3月 5日 に福岡県有明海漁連にファ

クスで送付)。

最後に「無駄な巨大公共事業の象徴である徳山ダム建設の中止を勝ち取っていく運動を

さらに進めて行 く」旨の集会宣言を採択 して閉会 しました。

「水源確保…必要なのか ?費用は ?」

大垣市は明確な回答をすべきだ
2月 16日 に大垣市の大薮水道課長と会見しました。「はっきりした計画はないJ「現在

の水源で量は十分確保できている」「しかし水源は一つより二つの方が良いのではないか、

必要が生 じることがあるかもしれないから、確保 しておいたら良いのかもしれないと思っ

ているJと いう相変わらず理解できない中身です。「必要性の根拠、いくらかかるのかの

試算を早期に明確にして、市民に明らかにすることJを再度要求 しました。

4月 の大垣市長選には、5陣営が出馬を検討 しているようですが、候補者が出揃い次第、

この問題についての意見を訊きたいと思います。

3月 7日 福岡県星野村から視察団
福岡県八女郡星野村は、 20年以上前に発表された「真名子ダム」計画によって村の入
り口にあたる地域の水没の危機に立たされました。 しかし「ダムで栄えた村はないJと 、

村を挙げて絶対反対の姿勢を貫き続けています。「真名子ダム建設反対星野村競技会」の

方々が「徳山ダムJ視察ということで、藤橋村を訪ねるとともに当会事務局を訪れて下さ

いました。私たちから伝えられるものはわずかで、む しろ星野村の方々から多 くのことを

学びました。「村が元気でいればダムをはね返せる」と、美 しい自然及び山村の産業を活

かした村づくりを進めて居られる姿に感動 しました。

それぞれの地域の草の根の自治 。自立こそが、ムダな公共事業をス トップさせる一番大

きな力であるとあらためて教えられた思いです。

日

年

TOPIC l″申・長野県″事    称
「脱ダム宣副 波紋を広tずる  考
ζθ///12//12θノ   羞

事務方との軋蝶や議会から猛反発が  克
あるようですが、世論の大勢は支持 し宅搬

ています。ダムを止めたい側、推進のt署
側、いずれからも大きな注目を浴び、  需
波紋を広げてヽヽます。       11昇

  i
2



TOPIC 2 サ|1辺り11タス ・球磨り|1漁筋 ″ 傷
ど の漁業補償案 を否洪 ζθア/2/幻 ノ

漁協の「同意」が得られず、川辺川ダムの本年度内着工は不可能となりました。この漁

民の意思が崩されないよう、現地の運動体も頑張っています。

TOP!C3f良 )｀ヽ河 口 堰裁 〃 〔愛知)判決 ζθノ/θ/2ノ
長良川河口堰建設費の償還分を一般会計から特別会計 (工業用水道事業会計)に 「長期

貸付」という名目で支出していることを不当として (地方財政法で禁じられている一般会

計から特別会計へ繰り入れにあたる)であるとして、起こしている訴訟です。

判決は、原告敗訴ですが、「水需要の存否が問題になる」ことを認めたという意味では

他の裁判に少しは追い風にもなりうる判決です。また証拠調べもなしに水需要の存否に言

及したのですから、「控訴してくれ」と言っている判決ともいえます (証拠調べなしに判

断をすれば審理不尽となる)。

原告団としては控訴する方針のようです。この「第 2ラ ウンドJは内容が濃くなるはず。

皆さんご注目を。

行政相手の裁判はほとんど勝てないという司法のあり方は問題ですが、それでもほんの

わずかずつは前進が見られます。徳山ダム裁判ではこれをさらに前進させていく予定です。

TOPIC 4 有明海漁民 口諫早湾干拓工事を中断に追い込む ζθ//θ/δノ

諫早湾の締め切りは有明海の環境に大被害を与えています。有明海の漁民は直接行動

岐阜・福井

高倉揚水

ェ/1し てnロ

う/‐l r10
TOPIC 5 高倉揚水ダム建設凍結 ζθ′/θ/θノ

徳山ダムの上流にあたる高倉峠 (イ ヌワシの営巣地でもある)に計画されていた揚水発

電ダムは、ダムに反対する地権者の方の粘りもあって、とうとう計画中止となりました。

有
明
海
の
問
題
、
徳
山
ダ
ム
で
も

有

明
海
の
問
題
は

、
危
ぐ
さ
　
が
建
設
さ
れ

て
い
る

。
有
明
海

れ

て
い
た

こ
と

で
あ
る
も
反
対
　
の
例
を
み
る
ま

で
も
な
く

、
活

や
懸
念
を
押
し
切

っ
て
進
め
ら
　
断
層
や

ヘ
ド

ロ
の
堆
積
な
ど
い

れ
た
諌
早
湾
の
干
拓
事
業
が
新
　
ろ
い
ろ
な
問
題
が
山
積
し
て
お

た

な

ノ

リ

不

作

問

題

の

原

因
　
り

、
反
対
運
動
も
あ
る
が

、
強

か

、
と
い
う
の

で
は

、
何
の
た
　
行
さ
れ
て
い
る

）^

め
の
事
業
な
の
か
。
　

　

　

　

　

　

将
来

、
本
当
に
必

要
な
の
だ

い
ま
、
岐
皇
県

で
も
公
共
事
　
ろ
う
か
Ｇ

業
の

一
つ
と
し

て
、
徳
山
ダ
ム
　
　
今
な
ら
止
め

て
止
め
ら
れ
な

い
わ
け
で
は
な
い

。
無
駄
な
公

ｏ
　

　

　

共
事
業
に
し
な
い
た
め
に
も

、

童
丁
　
つ
　
断
明
　
一に
　
　
　
徳
山
ダ
ム
建
設
の
是
非
を
国
民

工
　
ヽ
中

し
　
　
の
問
題
Ｌし
て
と
う
え
、
議
論

岐
阜
県
藤
橋
村

と
福
井

県
今

庄
町
で
進
め

て
い
た
高
倉
揚
水

発
電
所
計

画
に

つ
い
て
、
電
源

開
発

（
本
社
東
京
都

）
と
北
陸

電
力

（
本
社
富
山
市
）
は
計

画

の
中
止
を
決
め
た
ｃ
九

日
中

に

も
関
係
白
治
体

に
報
告
す
る
。

電
力
需
要
の
低
下
に
よ
り
、
供

給
計
画
を
見
直

し
た
た
め
だ

と

い
一つ
ｃ

維

工

黄

約

三

千

五

百

億

円

で

、

藤

橋

付

に

上

池

の

ダ

ム

を
、
今
庄
町
に
下
池

の
ダ

ム
を

建
設
し
、
高
低

差
で
両
町
村

の

中
間
に
あ
る
発
電
所
を
稼
働
さ

せ
る
計
画

レ́
ニ
０

一
一

（
平
成

二
十

三
）
年
度
以
降
、
最
大
出

力

二
百
十

万
♂
弓

で
運
転
を
開

始
す
る
予
定
だ

っ
た

）^
現
在
は

地
員

調
査

を
終

え
て
環
境
調
査

を
進
め

て
い
た
段
階

で
、
用
地

買
収
交
渉
は
未
着
手
だ

っ
た
。

電
源
開
発
に
よ
る
と
、　
一
九

九

四
年
度
以
降
、
夏
季

の
最
大

電
力
は
ほ
ぼ
横
ば

い
を
続

け
て

お
り
、
高
倉
揚
水
発
電
所
建
設

に
よ

る
効

果
は
期
待
し

に
く
い

こ
と
が
分
か

っ
た
と
い
う
。

電
源
開
発
と
北
陸

電
力

は
七

二
年
、
通
産
省

（
現
経
済
産
業

省

）
か
ら
の
協
力
依
頼
を
受
け

て

、

共

同

で

調

査

を

開

始

。

一
将

来

の

需

要

動

向

を

見

守

る
」
と
し
て
八

四
年

に
、
調
査

を
中
断

し
た
が
、
九

四
年
に
地

質
や
環
境
調
査

を
再
開
し

て
い

た
。

発
電
所
計
画
を
中
止

需
要
低
下
で
効
果
見
込
め
ず

3



TOPIC 6 設楽ダム建設 ゴーサインか 。・地元検討委 ζθア/θ/ア イリ

愛知県設楽街で計画されている設楽ダム建設の是非について、国土交通省が設置した「豊

川の明日を考える流域委員会」は、 14日 、ダム建設を容認する方針を決めた。地元の自

然保護団体などは、時代に逆行する決定と憤りを表している。

藤
橋
・徳
山
ダ
ム
の
土
地
収
用

訴
訟
を
起
こ
し
て
お
り
、
　
一
裁

判
で
は

っ
き
り
す
る
ま
で
は
審

理
の
中
断
を
」
と
求
め
て
い
た
。

同
グ

ル

ー

プ

は

結

審

を

受

け
、
「
事
業
者
の
都
合

に
合
わ
せ

た
収
用
裁
決
あ
り
き
で
臨
ん
だ

収

用
委

員
会
に
抗

議

す
る

）^収

用
教
決
も
、
そ
の

妥
当

性
を

司

法
の
場

で
争
う
」
と

抗

議
声

明

を
出
し
た
。
　

【
五
味
　
一杏
織
】

県

収

用

委

が

結

審

揖
斐
川
上
流
の
藤
橋
村
で
建

設
さ
れ
て
い
る
徳
山
ダ
ム
の
土

地
収
用
に

つ
い
て
、
県
収
用
委

員
会

（
端
元
博
保
会
長
）
は
２２

日
、
土
地
ト
ラ
ス
ト
運
動
を
続

け
て
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ

一
徳

山

ダ

ム

建

設
中

止

を

求

め

る

会
」

（
上
田
武
夫
代
表
）
の
所

有
地
に
対
す
る
審
理
を
結
審
し

た
。
裁
決
は
１
～
２
カ
月
後
に

出
る
見
通
し
だ
が
、
市
民
グ
ル

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

―

プ

側

は

裁

決

の

内

容

次

第

で
、
取
り
消
し
を
求
め
る
訴
訟

を
起
こ
す
方
針
。

同
委
員
会
に
は
、
６
委
員
の

ほ
か
、
事
業
者
の
水
資
源
開
発

公
団
職
員
１３
人
が
出
席
し
た
。

市
民
グ
ル
ー
プ
側
は
、
抗
議
の

た
め
ほ
と
ん
ど
が
欠
席
し
、
男

性

１
人
だ
け
が
姿
を
見
せ
た
。

こ
れ
ま
で
の
審
理
で
は
、
同

グ
ル
ー
プ
側
が
事
業
者
の
水
公

団
側
に
対
し
、
徳
山
ダ

ム
の
必

要
性
な
ど
を
質
問
し
た
。
公
団

側
は
、

「
収
用
委
員
会
は
話
し

合
う
場
で
は
な
い
」
と
し
て
、

建
設
の
是
非
に

つ
い
て
は
回
答

を
避
け
て
き
た
。
同
グ
ル
ー
プ

側
は
、
徳
山
ダ

ム
建
設
の
事
業

認
定
取
り
消
し
な
ど
を
求
め
る

2月 22日 岐阜県収用委は結審を強行
裁決は4月か ? 提訴に向けて準備を

私たちは審理の中断・凍結を求めて来まし

たが、岐阜県収用委員会は、 2月 22日 に結

審 しました (抗議声明を出しました)。 収用

裁決は 4月 頃と予想されます。収用裁決につ

いては、直ちに取消を求めて提訴 します。

収用裁決が出され次第、地権者の方には裁

判の委任状をお送 りし

ますのでよろしくお願 :

いいたします。    l
☆ 現在事業認定取消 :

訴訟の原告となって居 :

られる方は、必ず委任 :

状をお出し下さい。 (新 :

たな提訴の原告にならないと「収用裁決を認容 している」

と受け取られるおそれがあり、すでに提訴 している事業認

定取消訴訟の原告としての訴えの利益がないと門前払いを

食わされかねません。)

☆ 現在原告でない方も新たに原告となることができます。
(原告会費=半年 5000円 )

み/123 衝日

☆3月 17日 、瀬古由起子衆議院議員 (共産)が徳山ダムに関して来垣。当会会員も懇談

会に出席します。

☆ 徳山ダム鉱害訴訟 (37号参照)の第 2回 口頭弁論が 5月 10日 午前 10時から岐阜
地裁で開かれます。できる限りの傍聴をお願いいたします。

☆原告会費未納の方、よろしくお願いいたします。一般会費・カンパ、よろしく。

「やめよ !徳山ダム」 徳山ダム建設中止を求める会 代表 :上田武夫
編集責任 :近藤ゆり子  事務局 〒503-0875 大垣市田町1-20-1
TEL/FAX 0584-78-4119  Email:tokuyama@geOCities.co」 p
URL:http:〃www.gcocities.cojp/WallStreet/1214/
垂「便振替 :00800-7-31632 年会費 2000円
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